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九州大学留学生センター外国人短期留学コース規程

平成１７年度九大規程第６３号

施 行：平成１８年 ４月 １日

最終改正：令和 ４年 ２月 ８日

（令和３年度九大規程第９９号）

（趣旨）

第１条 この規程は、九州大学学内共同教育研究センター規則（平成２６年度九大規則第９２号）

第１７条第２項の規定に基づき、外国人短期留学コースに関し必要な事項を定めるものとする。

（プログラム）

第２条 外国人短期留学コースに、次のプログラムを置く。

プログラム名 目 的 留学期間

九州大学短期留学プログラム 外国人留学生及び外国の大学に在 １年以内

（Japan in Today's World（以 学する日本人（以下「外国人留学生

下「JTW」という。）） 等」という。）に対し、日本文化・日

本事情等の理解を向上させるための

教育を英語を用いて行い、併せて日

本語教育を行うことを目的とする。

九州大学サマープログラム 外国人留学生等に対し、日本文化 夏期１月程度

（Summer in Japan（以下「SIJ」・日本事情等の理解を向上させるた

という。）） めの教育を英語を用いて行い、併せ

て日本語教育を行うことを目的とす

る。

九州大学海外短期留学プログ 外国人留学生等及び国内の大学に 春期半月程度

ラ ム （ ASEAN in Today's 在籍する学生を対象として、東南ア

World （以下「AsTW」とい ジア諸国連合（ASEAN）に加盟する

う。）） 国の言語文化教育及び当該諸国を中

心とするアジア事情に関する英語に

よる教育を行うことを目的とする。

九州大学アジア太平洋カレッ 外国人留学生等及び国内の大学に 夏期半月程度

ジプログラム（College of 在籍する学生を対象として、アジア

Asia Pacific（以下「CAP」と 太平洋地域の共通課題について学び、

いう。）） PBL（Problem-Based Learning）と TBL
（Team-Based Learning）形式の協働

学習の意義を体験することを目的と

する。

APRU オンライン留学プログ 本学が加盟する The Association of 通年１学期程度

ラ ム （ Vir t ua l S tuden t Pacific Rim Universities（環太平洋大

Exchange Program（ 以 下 学協会（以下「APRU」という。））

「VSE」という。）） において、APRUに加盟する大学（以

下「APRU 加盟大学」という。）の学

部に在籍する学生に対し、本学の学

部で開講する授業科目の一部を提供

するオンライン留学プログラム。

APRU 加盟大学及び本学の学生によ

る協働学習を行うことを目的とする。
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２ 前項に掲げるプログラムのほか、留学生センター長（以下「センター長」という。）が必要と認めたときは、

留学生センター委員会（以下「センター委員会」という。）の議を経て、プログラムを加えることができる。

（資格）

第３条 前条に規定するプログラム（以下「プログラム」という。）を履修することができる者は、次の

各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 外国の大学の学部に在籍する者

(2) 外国の大学の大学院に在籍する者で、センター長が適当と認めたもの

２ 前項の規定にかかわらず、九州大学（以下「本学」という。）又は国内他大学に在籍する者

でセンター長が認めたものは、ＡｓＴＷ及びＣＡＰを履修することができる。

３ 前２項の規定にかかわらず、ＡＰＲＵ加盟大学の学部に在籍する者でセンター長が認めたも

のは、ＶＳＥを履修することができる。

（許可）

第４条 プログラムの履修を志願する者が、所要の手続を完了したときは、センター長は、セン

ター委員会の議を経て、これを許可する。

（ＪＴＷ生、ＳＩＪ生、ＡｓＴＷ生、ＣＡＰ生及び及びＶＳＥ生）

第５条 ＪＴＷを履修する者は、特別聴講学生として受入れ、ＪＴＷ生と称する。

２ ＳＩＪを履修する者は、特別聴講学生として受入れ、ＳＩＪ生と称する。

３ ＡｓＴＷを履修する者（本学に在学する者を除く。）は、特別聴講学生として受入れ、Ａｓ

ＴＷ生と称する。

４ ＣＡＰを履修する者（本学に在学する者を除く。）は、特別聴講学生として受入れ、ＣＡＰ

生と称する。

５ ＶＳＥを履修する者（本学に在学する者を除く。）は、特別聴講学生として受入れ、ＶＳＥ

生と称する。

（修了の認定等）

第６条 プログラムを履修した者の修了認定は、センター委員会の議に基づき、センター長が行

う。

２ 総長は、前項の認定に基づき、修了証書を発行する。

（授業料等の額及び徴収方法等）

第７条 プログラムを履修する者に係る検定料、入学料及び授業料の額、徴収方法その他の必要

な事項については、国立大学法人九州大学における授業料その他の費用に関する規程（平成１

６年度九大会規第１２号）に定めるところによる。

（ＪＴＷ生及びＳＩＪ生以外の授業科目の履修又は聴講）

第８条 本学又は国内他大学に在籍する者で、センター長が認めたものは、ＪＴＷ又はＳＩＪの

一又は複数の授業科目を履修又は聴講することができる。

（雑則）

第９条 この規程によるもののほか、外国人短期留学コースに関し必要な事項は、センター委員

会の議を経て、センター長が定める。

附 則

この規程は、平成１８年４月１日から施行する。

附 則（平成１８年度九大規程第１３０号）

この規程は、平成１９年４月１日から施行する。

附 則（平成２０年度九大規程第８０号）

この規程は、平成２０年１２月１８日から施行する。

附 則（平成２１年度九大規程第１１２号）

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。

附 則（平成２６年度九大規程第２０９号）

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。

附 則（平成２８年度九大規程第１４１号）

この規程は、平成２９年４月１日から施行する。

附 則（平成２９年度九大規程第３２号）
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この規程は、平成２９年１０月６日から施行する。

附 則（令和３年度九大規程第５２号）

この規程は、令和３年７月９日から施行する。

附 則（令和３年度九大規程第９９号）

この規程は、令和４年２月８日から施行する。


